
　

同
局
職
員
、
公
証
人
、
司
法
書

　

士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
人
権

　

擁
護
委
員

○
そ
の
他

　

予
約
不
要
、
相
談
料
無
料
、
秘

　

密
厳
守
、
相
談
資
料
が
あ
れ
ば

　

持
参
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

　

☎
０
９
９
６
（
22
）
２
３
０
０

「
法
の
日
」
週
間
を
迎
え
て

　

10
月
１
日
は
「
法
の
日
」
で
す
。

「
法
の
日
」
は
国
民
の
皆
さ
ん
に

法
の
役
割
や
重
要
性
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
を
目
的
に
「
国
を
あ
げ

て
法
の
尊
重
、
基
本
的
人
権
の
擁

護
、
社
会
秩
序
の
確
立
の
精
神
を

高
め
る
た
め
の
日
」
と
し
て
定
め

ら
れ
ま
し
た
。
県
司
法
書
士
会
な

ど
で
は
次
の
と
お
り
無
料
法
律
相

談
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時

　

10
月
４
日
（
土
）

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

○
場
所

　

脇
本
公
民
館
（
阿
久
根
市
）

○
相
談
員

　

司
法
書
士
、土
地
家
屋
調
査
士
、

　

税
理
士

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
司
法
書
士
会

　

☎
０
９
９
（
２
５
６
）
０
３
５
５

　

風
水
害
や
震
災
、
火
災
な
ど
の

災
害
に
よ
っ
て
住
宅
な
ど
の
財
産

に
損
害
を
受
け
た
場
合
は
、
損
害

の
程
度
に
応
じ
て
県
税
（
個
人
事

業
税
、
自
動
車
税
、
個
人
県
民

税
）
の
減
免
や
納
期
限
の
延
長
な

ど
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
れ
ら
の
措
置
を
受
け
る

に
は
、
一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま

り
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
県
税
課

　

☎
０
９
９
６
（
25
）
５
２
０
６

国
民
文
化
祭
関
連
事
業
を
募

集
中

　

第
30
回
国
民
文
化
祭
鹿
児
島
県

実
行
委
員
会
で
は
、
国
民
文
化
祭

の
応
援
事
業
と
し
て
広
く
県
内
外

へ
広
報
し
て
い
た
だ
く
事
業
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
国
民

文
化
祭
を
盛
り
上
げ
て
い
く
た

め
、
皆
さ
ん
が
主
役
と
な
っ
て
企

画
・
実
施
す
る
文
化
芸
術
活
動
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

［
応
援
事
業
］

○
開
催
期
間

　

平
成
27
年
11
月
15
日
ま
で

○
主
催
者

　

地
方
公
共
団
体
、
学
校
、
企
業
、

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
各
種
団
体
、
個

　

人
な
ど

○
事
業
内
容

　

文
化
事
業
に
限
ら
ず
、
ス
ポ
ー

　

ツ
事
業
も
可

［
対
象
と
な
る
文
化
芸
術
活
動
］

○
対
象
事
業

　

平
成
27
年
７
月
18
日
～
11
月
15
日

　

に
県
内
で
実
施
さ
れ
る
も
の

○
応
募
資
格

　

県
内
で
活
動
す
る
文
化
団
体
、

　

グ
ル
ー
プ
な
ど

　

※
中
高
校
生
・
大
学
生
な
ど
の

　

企
画
・
提
案
も
歓
迎
し
ま
す
。

○
応
募
期
限

　

９
月
30
日
午
後
５
時
必
着

○
事
業
助
成

　

事
業
費
の
う
ち
一
定
額
を
助
成

し
ま
す
（
上
限
１
０
０
万
円
）

※
ど
ち
ら
の
事
業
も
、
詳
細
に
つ

い
て
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
国
民
文
化
祭
室

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
８
４
７

　

国
土
交
通
省
で
は
、
10
月
１
日

を
「
土
地
の
日
」
と
定
め
て
い
ま

す
。
１
万
平
方
㍍
を
超
え
る
土
地

取
引
に
は
国
土
利
用
計
画
法
に
基

づ
き
、
契
約
の
日
か
ら
２
週
間
以

内
に
届
出
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
地
域
政
策
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
４
３
８

　

役
場
企
画
財
政
課
広
報
統
計
係

　

☎
（
86
）
１
１
３
４
［
直
通
］

災
害
を
受
け
た
人
に
対
す
る

県
税
の
減
免

　

９
月
１
日
付
け
で
長
島
町
役
場
に

１
人
の
新
規
採
用
が
あ
り
ま
し
た
の

で
紹
介
し
ま
す
。

役
場
の
新
人
職
員
を
紹
介

　
こ
れ
ま
で
十
数
年
間
、
民
間
企
業
で
建
築
関

係
の
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
そ
の
経
験
を
生
か
し
な
が
ら

勉
強
を
し
直
し
、
町
民
の
か
た
が
た
の
た
め
に

努
力
し
、
成
長
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 山

やました

下　幸
ゆきひろ

博（35）
景観推進課

１
万
平
方
㍍
を
超
え
る
土
地

の
取
引
に
は
事
前
届
出
を

11 広報ながしま


